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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
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【公開番号】特開2014-130239(P2014-130239A)
【公開日】平成26年7月10日(2014.7.10)
【年通号数】公開・登録公報2014-037
【出願番号】特願2012-288228(P2012-288228)
【国際特許分類】
   Ｇ０３Ｇ   9/08     (2006.01)
   Ｇ０３Ｇ   9/087    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０３Ｇ    9/08     ３１１　
   Ｇ０３Ｇ    9/08     ３８４　

【手続補正書】
【提出日】平成27年12月25日(2015.12.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　有機ケイ素重合体を含有する表層を有するトナー粒子を有するトナーであって、
　該有機ケイ素重合体は、下記式（１）
【化１】

（式（１）中、Ｒ１は（ｉ）ＣＨ２＝ＣＨ－または（ｉｉ）ＣＨ２＝ＣＨ－Ｌ－（式（ｉ
ｉ）中、Ｌはメチレン基、エチレン基またはフェニレン基を示す）
であり、Ｒ２、Ｒ３及びＲ４は、それぞれ独立してハロゲン原子、水酸基またはアルコキ
シ基である。）
で表わされる構造を有する化合物に由来する部分構造を有する重合体であり、
　透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）を用いた前記トナー粒子の断面の観察において、
　　　ｉ）測定される前記表層の平均厚みＤａｖ．が５．０ｎｍ以上１５０．０ｎｍ以下
であり、
　　　ｉｉ）前記トナー粒子の断面の最大径である長軸Ｌの中点を通り、該断面を横断す
る直線を、長軸Ｌを基準として、該中点における交差角が均等（交差角は１１．２５°）
になるように１６本ひくことにより形成される、中点からのトナー粒子表面までの３２本
の線分をＡｎ（ｎ＝１乃至３２）、各線分の長さをＲＡｎ（ｎ＝１乃至３２）、前記線分
Ａｎ上の前記表層の厚みをＦＲＡｎ（ｎ＝１乃至３２）としたとき、前記ＦＲＡｎのうち
、厚みが５．０ｎｍ以下の表層の割合が２０．０％以下であり、
　集束イオンビームをプローブとして搭載した飛行時間型二次イオン質量分析（ＦＩＢ－
ＴＯＦ－ＳＩＭＳ）を用いたマッピング測定において、前記トナー粒子表面に一次イオン
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を照射した際に前記トナー粒子から放出されるケイ素イオン及び炭素イオンに関し、放出
されるケイ素イオンの強度をＩＳｉ、放出される炭素イオンの強度をＩＣ、及び、照射し
た一次イオン量をＩとしたとき、ＩＳｉ／Ｉで表わされるＡＳｉと、ＩＣ／Ｉで表わされ
るＡＣとの比（ＡＳｉ／ＡＣ）が、２０．００以上であり、
　前記トナー粒子の表面のＸ線光電子分光分析（ＥＳＣＡ）を用いた測定において、ケイ
素元素、酸素元素、および炭素元素の合計の濃度におけるケイ素元素の濃度が２．５ａｔ
ｏｍｉｃ％以上であることを特徴とするトナー。
【請求項２】
　前記トナー粒子の表面のＸ線光電子分光分析（ＥＳＣＡ）を用いた測定において、ケイ
素元素、酸素元素、および炭素元素の合計の濃度におけるケイ素元素の濃度が５．０ａｔ
ｏｍｉｃ％以上である、請求項１に記載のトナー。
【請求項３】
　前記トナー粒子の表面のＸ線光電子分光分析（ＥＳＣＡ）を用いた測定において、ケイ
素元素、酸素元素、および炭素元素の合計の濃度におけるケイ素元素の濃度が１０．０ａ
ｔｏｍｉｃ％以上である、請求項１に記載のトナー。
【請求項４】
　前記式（１）中のＲ１は、ビニル基またはアリル基である、請求項１乃至３のいずれか
一項に記載のトナー。
【請求項５】
　前記式（１）中のＲ２、Ｒ３及びＲ４は、それぞれ独立してアルコキシ基である、請求
項１乃至４のいずれか一項に記載のトナー。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
（式中、Ｒ１は（ｉ）ＣＨ２＝ＣＨ－または（ｉｉ）ＣＨ２＝ＣＨ－Ｌ－（式（ｉｉ）中
、Ｌはメチレン基、エチレン基またはフェニレン基を示す）であり、Ｒ２乃至Ｒ４は、そ
れぞれ独立してハロゲン原子、水酸基又はアルコキシ基である。）で表わされる構造を有
する化合物に由来する部分構造を有する重合体であり、透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）を用
いた前記トナー粒子の断面の観察において、ｉ）測定される前記表層の平均厚みＤａｖ．
が５．０ｎｍ以上１５０．０ｎｍ以下であり、ｉｉ）前記トナー粒子の断面の最大径であ
る長軸Ｌの中点を通り、該断面を横断する直線を、長軸Ｌを基準として、該中点における
交差角が均等（交差角は１１．２５°）になるように１６本ひくことにより形成される、
中点からのトナー粒子表面までの３２本の線分をＡｎ（ｎ＝１乃至３２）、各線分の長さ
をＲＡｎ（ｎ＝１乃至３２）、前記線分Ａｎ上の前記表層の厚みをＦＲＡｎ（ｎ＝１乃至
３２）としたとき、前記ＦＲＡｎのうち、厚みが５．０ｎｍ以下の表層の割合が２０．０
％以下であり、集束イオンビームをプローブとして搭載した飛行時間型二次イオン質量分
析（ＦＩＢ－ＴＯＦ－ＳＩＭＳ）を用いたマッピング測定において、前記トナー粒子表面
に一次イオンを照射した際にトナー粒子から放出されるケイ素イオン及び炭素イオンに関
し、放出されるケイ素イオンの強度をＩＳｉ、放出される炭素イオンの強度をＩＣ、照射
した一次イオン量をＩとしたとき、ＩＳｉ／Ｉで表わされるＡＳｉと、ＩＣ／Ｉで表わさ
れるＡＣとの比（ＡＳｉ／ＡＣ）が、２０．００以上であり、前記トナー粒子の表面のＸ
線光電子分光分析（ＥＳＣＡ）を用いた測定において、ケイ素元素、酸素元素、および炭
素元素の合計の濃度におけるケイ素元素の濃度が２．５ａｔｏｍｉｃ％以上であることを
特徴とするトナーに関する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２３６



(3) JP 2014-130239 A5 2016.2.18

【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２３６】
　（実施例２乃至４）
　実施例１のトナー１をトナー２乃至４に変更した以外は実施例１と同様の評価を行った
。その結果を表７に示した。
　尚、実施例２および４は、参考例として記載するものである。
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